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時  刻 午後 ２時００分 
開会 

宣 言 者 委員長 

議案番号 件       名 

  選挙 

  

議案番号 件       名 

議案第 ６号 
新潟市立学校管理運営に関する規則等の一部を改正

する規則について 

議案第 ７号 
平成２２年度使用新潟市立中学校及び特別支援学校

中学部用教科用図書並びに一般図書（特別支援学

校・学級用）の選定について（諮問） 

議案第 ８号 
平成２２年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課

程教科用図書の選定について（諮問） 

議案第  号  

付議事件 
（３件） 

議案第  号  

記  号 件       名 

 平成２１年度教職員研修の概要について 

 西特別支援学校の校章・校歌について 

 新潟市教科用図書選定委員会委員の委嘱について 

  

  

報告 
（３件） 

  

記  号 件       名 
その他 
（ 件）   
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第１ 開会宣言 
○委員長 午後２時００分開会を宣言する。 

 本日は，報道機関として新潟日報の取材が入っております。

よろしいでしょうか。 
第２ 会議録署名委員の指名 
○委員長 田中委員，小嶋委員 両委員を指名。 

 
第３ 付議事件  
○委員長   付議事件に入ります。 

 議案第６号「新潟市立学校管理運営に関する規則等の一部を

改正する規則について」を教職員課からお願いします。 
○教職員課長  議案第６号「新潟市立学校管理運営に関する規則等の一部を

改正する規則について」をご説明申し上げます。 
 資料の１ページをご覧ください。今回の改正は，これまで２

か年にわたってご協議いただいた市立高等学校全日制課程普通

科の通学区域につきまして，３月の協議会において結論が出た

ことから，これに沿って，必要な規則の改正を行うものです。

 対象となる規則は，資料に記載してありますように，「新潟市

立学校管理運営に関する規則」，「新潟市立万代高等学校学則」，

「新潟市立高志高等学校学則」の三つでございます。 
 次に，改正理由ですが，これまでの議論を踏まえて大きく三

つにまとめました。 
 一つ目は，平成 20 年度入学者選抜より通学区域が全県一円と

なった県立高等学校の志願状況が，平成 19 年度以前と大きな変

化がなかったことから，市立高等学校の通学区域を変更した場

合でも，広く市民に高等学校教育の場を提供し，地域の発展に

寄与するという，市立高等学校の設立趣旨に沿った従来の教育

の継続が可能という見通しが立ったためです。 
 二つ目の理由は，本市が本州日本海側唯一の政令市として世界に

向けた施策展開を目指すうえで，人材を広く全県に求め，教育ビジ

ョンの基本目標に掲げる，「学力・体力に自信をもち，世界と共に

生きる心豊かな子ども」を育成し，本市の将来に向けての人材の確

保を図るためです。 
 三つ目は，県立高等学校と同じ制度にすることで，中学校での出

願手続き事務の簡素化や事故防止など，志願しやすい環境をととの

えるためです。 
 以上，３点が改正の理由です。 
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 次に，改正の内容ですが，４ページ，５ページの新旧対照表をご

覧ください。それぞれの規則において，新潟市及び別表に掲げる市

町村としております通学区域を，新潟県一円に改正するものでござ

います。施行は平成 22 年４月１日からとなります。 
 説明は以上です。よろしくご審議をお願いします。 

○委員長  ありがとうございます。 
 ただいまの説明に対してご意見，ご質問を頂戴したいと思い

ます。 
○髙山委員  これは，我々教育委員も含めて，この２年間で議論を重ねた

結果としてまとまった内容ということであります。したがって，

このことにつきましては，これから市民の皆さんに深いご理解

を頂かなければならないことになります。 
なぜ２年もかけたのかということにつきましては，市立高等

学校というのは新潟市が市民のために設立した学校であり，市

の予算で運営されている学校であるということから，市民のコ

ンセンサス，特に中学生の保護者あるいは学校現場の考え方や

思いを汲み取る必要があったため，長い間議論をしてきました。

そのためには，アンケート調査，県立高校の受験動向などを見

極めることが，この判断の 終的な材料になると考えこれまで

やってきました。 
その他，試験問題，受験手続き，それに伴う予算面，事務的

な面からも検討しなければならなかったわけです。さらに，ほ

かの政令市の状況なども参考にさせていただいたということも

あります。したがいまして，この２年間の検討，議論は大変重

いものがあったのではないかと思っております。 
その結果がここに示されているわけですが，これによって，

市立高等学校の受験について，これまでとは違う傾向が表れる

ということは考えにくいということであります。一方，政令市

として，将来，新潟市になくてはならない人材を育成するため

に広い地域から求めるということも大切なことであり，志のあ

る子どもたちが来るということは新潟市にとって決してマイナ

スにはならないと思います。そういう期待もあって，このよう

に変えるという結論に至ったわけです。 
そういった意味で，この変更を市民の皆さんには前向きにと

らえていただきたいし，異論などがあれば我々もきちんと答え

ていく義務があるのではないかと思います。事務局の方もそう

いった面でしっかりと市民と向き合っていただきたいと思いま

す。 
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○委員長  そのほかにございますでしょうか。 
 この件に関しましては，２年間，けんけんがくがく教育委員

同士で議論した結果でございますので，髙山委員がおっしゃっ

たように，そのあたりをきちんと市民に説明するような形でや

っていただければありがたいと思います。 
 それでは，この件に対してご承認いただいてよろしいでしょ

うか。 
 ありがとうございます。 
続きまして，議案第７号「平成 22 年度使用新潟市立中学校及

び特別支援学校中学部用教科用図書並びに一般図書（特別支援

学校・学級用）の選定について」，学校支援課から説明お願いい

たします。 
○学校支援課長  「平成 22 年度使用新潟市立中学校及び特別支援学校中学部用

教科用図書並びに一般図書（特別支援学校・学級用）の選定に

ついて（諮問）」のご説明をいたします。 
 新潟市教育委員会は，平成 22 年度使用市立中学校及び特別支

援学校中学部用教科用図書並びに一般図書を採択するにあた

り，新潟市教科用図書選定委員会に，次の基準によって選定す

ることを諮問いたします。 
 一つ目は，学習指導要領の目標や内容等を十分踏まえること。

二つ目は，新潟市における学校教育の課題や重点を各教科の

面から明確にとらえ，これに もよく対応できる教科用図書で

あること。 
三つ目は，新潟県教育委員会が提供する「教科用図書研究資

料」を基に，内容の選択，扱い方，程度，表現等の観点から比

較研究を行い，各教科書の特徴が明瞭になるような調査研究一

覧表を作成すること。 
なお，国語，書写，社会，数学，理科，英語については序列

をつけずに３種を，音楽，美術，保健体育，技術家庭，地図に

ついては序列をつけずに２種を，特別支援学校・特別支援学級

用の一般図書については，障がいの程度に応じて１種ずつを選

定するようお願いいたします。 
○委員長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして，ご意見，ご質問を頂戴したい

と思います。 
○山田委員  昨年，小学校を採択いたしました。本年は中学校ということ

なのですが，いずれにしろ，異例中の異例だと思うのですが，

教科書が全然変わっていないという中で採択だけが続くという
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形で，もちろんこれは期間は短いわけですが，そういう状態で

すので，このような言葉ではなくて，是非選定委員の方にお願

いしてほしいのですが，前回選定委員を立てて選定し，教育委

員が論議を交わして採択したわけです。 
同じ教科書を今年度また選定していただく際に，会社が変わ

る，教科書が変わるというならば，前回と違ったものを推薦す

るというならば，なぜそれが推薦されるのか，今使っているも

のは新しい推薦に入っていないということになると，前回は一

体どういうことなのかという，論議のつじつまがあわなくなる

ということについて，是非選定委員の方に説明していただきた

いと思います。そうしないと，選定委員によってあれになった

り，これになったり変わるというおかしい形になっていくので

はないかと思っています。 
○学校支援課長  選定委員会にはしっかりお伝えしていきたいと思います。あ

りがとうございます。 
○小嶋委員  選定するまでに，一般市民の方が本を閲覧できるようなこと

はあるのでしょうか。 
○学校支援課長  教科書センターで教科書の閲覧ができる期間があります。期

間については，これから会議が開かれて正式決定するのだそう

ですが，昨年度，小学校の場合は６月 20 日から２週間というこ

とで，２週間という期間は決まっています。 
○委員長  それに対する広報はどのような形で行われているのでしょう

か。ホームページだけですか。 
○学校支援課長  教科書センターの会議が開かれた後，市報にいがたに載るそ

うです。 
○委員長  そのほかにございますでしょうか。 
○田中委員  そういった案内が小学校・中学校のお便りとして配られてく

るのですけれども，閲覧してくださいということで場所や期間

が書いてあるものをいただくのですけれども，例えばお仕事を

していらっしゃる方などは遠くて行きにくい場所だということ

を感じているのですけれども，もっと便利な所に設置するよう

なことは考えていないのではないのでしょうか。 
○学校支援課長  新潟市民のためということではなくて，この地域に来ている

人が見ていいということになっていますので，今の田中委員の

意見は参考にさせていただきますが，箇所が限られていると思

いますので，難しい面もあるかもしれません。 
○山田委員  見本の冊数が決まっているのですね。ですから，西川の総合

教育センターで展示する，その他もう１，２か所というと，一
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つは冊数の問題がありますし，もう一つは，お勤めの人もいま

すので休日も公開するはずですが，その職員の対応ということ

もあるのではないかと思います。 
○総合教育センター

所長 
 展示会の方は，総合教育センターで行いますけれども，多分，

６月 19 日から２週間開催されますが，今のような方のために土

日も開催という形をとらせていただいています。ただ，会場が

遠いということに関しましては，少し検討させていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 
○学校支援課長  教科書センターは県の管轄で市の管轄ではないということで

すので，意見として伺って，お伝えできる場があれば伝えてい

きたいと思います。 
○委員長  よろしくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 
 それでは，この件に関しましてご承認いただけますでしょう

か。 
 続きまして，高志中等教育学校前期課程教科用図書の選定に

つきまして，学校支援課長，お願いします。 
○学校支援課長  「平成 22 年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程教科用

図書の選定について（諮問）」を説明いたします。 
 新潟市教育委員会は，平成 22 年度使用新潟市立高志中等教育

学校前期課程教科用図書を採択するに当たり，新潟市立高志中

等教育学校前期課程教科用図書選定委員会に，次の基準によっ

て選定することを諮問いたします。 
 一つ目は，学習指導要領の目標や内容等を十分踏まえること。

 二つ目は，市立高志中等教育学校の教育目標及び教育内容に

適した教科用図書であること。 
 三つ目は，各教科用図書を調査し，種目ごとに特徴をまとめ

たものを選定資料とすること。 
 以上のように諮問いたします。 

○委員長  ただいまの説明に対しまして，ご意見，ご質問を頂戴したい

と思います。 
 ないようであれば，議案第８号はご承認いただけますでしょ

うか。 
 ありがとうございます。 

それでは，付議事件に関しての審議を終了させていただきま

して，報告事項に入らせていただきます。 
第４ 報 告  
○委員長  まず，「平成 21 年度教職員研修の概要について」，総合教育セ
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ンター所長よりお願いします。 
○総合教育センター

所長 
 総合教育センターが所管いたします平成21年度教職員研修の

概要についてご報告申し上げます。 
 資料は９，10 ページにわたりまして，当センターが所管して

おります教職員研修を一覧として掲載しておりますのでご覧く

ださい。 
 当センターでは，教職員が自信と誇りを持って教育活動を展

開できるよう，教職員や学校のニーズを把握し研修を開設して

おります。今年度は特に，教職員一人ひとりのライフステージ

や教育課題に応じた研修を充実させて取り組んでいるところで

ございます。 
 それでは，平成 21 年度に開設いたします研修一覧に沿ってご

説明いたします。当センターの研修体系でございますけれども，

大きく３部門から構成されております。Ⅰ基本研修，Ⅱステッ

プアップ研修，Ⅲ専門研修でございます。それぞれの部門ごと

に，今年度の改善点を中心にお話しいたします。 
 一つ目の基本研修でございますが，基本研修には初任者研修，

５年経験者研修，12 年経験者研修と，主に法定研修から構成さ

れているもので，全教員が受講するものです。初任者研修では，

新潟市採用の二期生が今年入りましたが，先日，60 名を対象と

して研修がスタートしたところです。また，12 年経験者研修で

ございますけれども，本年度一部研修体制を改善いたしました。

従来は，校外研修の日数が 15 日間でしたけれども，今年度より

13 日間に縮減いたしました。その理由は，今年から免許更新制

度が開始されましたので，受講者の負担を考慮することと，12
年経験者研修の一層の充実という観点から，当研修の見直しを

図った結果でございます。 
続いて，ステップアップ研修でございます。この研修は，政

令市新潟の独自研修として平成19年度から取り組んでいるもの

でございます。その中の若手教師道場は，２年目から５年目の

教員を対象とした研修で，本年度は拡充して実施しております。

このことは３月にも報告させていただきました。昨年採用され

た新潟市採用者が２年目に入りましたので，この方たちも加わ

りまして，今年の対象者は 174 名でございます。現在，この方々

から 658 講座の申込みをいただいております。 
また，教育委員の皆様にご協力いただいておりますマイスタ

ー養成塾は３年目を迎えました。今年 15 名の入塾者が教師力向

上に取り組んでスタートしたところでございます。 
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Ⅲ専門研修でございます。これは，組織マネジメント研修，

授業力向上研修，人間力向上研修からなりまして，トータル 73
講座を用意しております。これらを全部合わせますと 116 だっ

たと思いますが，全講座の中から教職員一人ひとりがご自分の

ライフステージを見据えながら講座を選択し，年間の研修プラ

ンを立て，教師力向上を図っていくことを，教職員にも各学校

の校長先生にもお願いしているところでございます。 
本年度もこのような形で研修を推進してまいります。 

○委員長  ありがとうございました。 
 ただいまのご報告に関して，ご質問はございますでしょうか。

○田中委員  若手教師道場の中で，「命の教育・性の教育」は平成 23 年度

に開講の予定になっているのですけれども，性の教育に関しま

して，どこかで先生方が学ぶような研修があるのでしょうか。

○総合教育センター

所長 
 若手教師道場の研修内容につきましては，性の講座が平成 23
年度に入っていますが，黒帯コースという形で，２年目，３年

目を終わった人が４年目，５年目とさらにステップアップして

いく形で設定しておりますが，当然，その前の基本的な講座や

それ以外の初任者研修などほかの講座の中にもそれに類したも

のが入ってきていますので，性に関する研修という形では銘打

っていなくても，いろいろなところには入ってきているという

ことをまずお話しさせていただきたいと思っています。 
 他課で主催している研修等もこういったことが入ってくる部

分はもちろんあると思います。したがって，校内研修も含め，

全学校の全教職員が１年間のうちに必ず何回かは命や性に関す

る研修の機会は持っております。 
○田中委員  今，インターネットなどで性に関する情報が非常にゆがめら

れた形で子どもたちに伝わっているようなので，このところは

しっかりと生徒たちに教えていただきたいと思います。 
○委員長  そのほかにございますか。 
○小嶋委員  基本的なことで恐縮なのですけれども，この研修はどのよう

な経歴の方から講師として指導していただけるのでしょうか。

例えば教職員の大先輩などもいらっしゃるのでしょうか。 
○総合教育センター

所長 
 基本的には，当センターの指導主事が中心となり全講座を受

け持っておりますけれども，内容に応じて，大学の先生や退職

されいろいろなところで活躍されている校長先生方，必要に応

じては国から，あるいは他県からということで，教職員にでき

るだけ 新の教育情報をお伝えし，教職員のニーズに応じたも

のをコーディネートするよう努めております。 



 １０

○小嶋委員  もう一つ，その研修を受けた方が，こういう人を呼んでいた

だいて勉強したいという希望は先生方から出るものでしょう

か。 
○総合教育センター

所長 
 講座によりましては聞く場合もありますけれども，どのよう

な方を講師にという質問では集約はしておりませんが，全講座，

全受講生から修了後にアンケートを書いていただいています。

その自由記述に，ときにはこういう方のお話を聞いてみたいと

いうこともあります。参考にさせていただいております。 
○小嶋委員  そのアンケートに一言希望が書けるような部分があるという

ことは，先生方の意欲をまた高められるきっかけにもなると思

います。 
○田中委員  マイスターの方から，こういった研修の中にどの程度入って

もらえるのか。昨年，たまたま研修を拝見させていただいたと

きに，マイスターの先生が講師として入っておられたので，時

間がない中で頑張っておられるなと感心したのですけれども，

先生方はどの程度研修にかかわっていらっしゃるのかお聞きし

たいと思います。 
○総合教育センター

所長 
 マイスターの方からもいろいろなところでご協力いただいて

おります。例えば 12 年経験者研修，これは中堅教員ですので，

かなり力量のある方でないと講師は務まらないと思いますが，

そういったところにも入っていただいています。もちろん，全

市内の教職員を対象とした公開講座でもやっていただいており

ますし，初任者研修，各教科の課題研修の中でも教科によって

はお願いしています。ただ，マイスターの方も現在ある学校の

大事な一教員ですので，その回数はたくさんというわけにはい

きませんので，調整しながら進めさせていただいたところです。

○委員長  そのほかにございませんか。 
○髙山委員  ステップアップ研修で日数が１となっています。例えば国語

を受けたいというとどのような研修になるのですか。例えば 25
番ですが，はじめの一歩といったときに，たった１日だけで国

語の研修を受けるということですが，具体的にはどのようなこ

とをされるのでしょうか。 
○総合教育センター

所長 
 教科によって多少内容の差はございますけれども，一応，共

通ラインで，はじめの一歩はこうやって進めましょうと言って

いる中に，まず，指導主事が模擬授業をやって，それに関して

いろいろと解説をしたり，全体で協議をしてもらいます。その

後，受講者の方からいろいろな課題や悩んでいること，質問な

どを出していただいて進めています。 
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○髙山委員  例えば模擬授業というのは大体３，４年でないとできません

か。 
○総合教育センター

所長 
 その教科は担当指導主事によりまして，受講者の条件をみな

がら，どのような条件が一番いいかということを想定した中で

進めさせていただきます。 
○髙山委員  成果があれば大変結構なことだと思いますけれども，受講し

た方にアンケート調査という話もありました。長い講座になる

と，15 日とか二十何日という研修もあるのですけれども， 終

的にご本人からリポートなどを出してもらったり，あるいは担

当した指導主事の方がある種の所見のようなものを書いて，教

職員課や現場の学校長に提出するということはあるのですか。

○総合教育センター

所長 
 これは，若手教師道場に限ってということではないですね。

○髙山委員  限ってではなくて，全般的に，こういう結果を受けてこうだ

ったということについては。 
○総合教育センター

所長 
 まず，講座をやりますと，受講者からのいろいろな評価をい

ただきます。それに対して担当者が全て集約し，先ほどの自由

意見のところに掲載していただいたものを全部集約しながら，

センター内では，それを月に１回ずつ評価し，今後の課題と改

善の方法を話し合いしています。それを即どこかに報告という

ことはしていませんけれども，その中から大づかみしたものを，

４月当初に教職員研修説明ということで，全市内の小・中の校

長先生方にお集まりいただいて説明します。そのようなときに

かなりお願い事をたくさんさせていただいているところです。

○髙山委員 だれかが評価をして，点を付けてどうのということはされな

いわけですね。 
○山田委員  ２点お願いしたいのですが，１点目は，受講した人たちが記

録として何か持つ，あるいは事務局で，あの人は何と何を受け

ていたという記録はとっておりますか。 
 もう一つは，なぜこのような質問をするかといいますと，こ

こに載っているのは若い人ばかりなのです。特に新潟市のよう

になると，範囲が狭くなるものですから，教員はそこからでな

いということになるとだんだん年がいってくると。そうすると，

本当に子どもたちとぶつかってほしいのは 40 代だと。この 12
年研修は早い人は 34 歳です。それで研修はおおむね終わってし

まうのです。そのために専門研修というものが位置づいている

ようですが，特に研修してほしい 40 代，あるいは 50 代も入る

のでしょうか，そういう方を対象にした研修があるか，ないか
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ということです。あるいは今後，そういうことを考えていくの

かどうか，もしありましたら教えていただきたいと思います。

○総合教育センター

所長 
 １点目の受講記録ということなのですけれども，もちろん受

講した方の名簿はありますが，個人単位で全部履歴的に残って

いるかという点ではありません。ただ，新潟市採用者に関して

は，そういったことがある程度できるのではないかと思ってい

ます。履歴のことですので，附随した問題がありますので，慎

重に検討して進めたいと思っています。ただ，県との交流があ

りましたので，それ以前のものに関してはありません。 
 ２点目ですけれども，おっしゃっていただいたことはすべて

こちらの課題にもなります。実は，法定研修だけみても，確か

に 12 年経験者研修まではシフトされていますけれども，ちょう

ど 40 代，50 代に入りますと，あとは管理職研修ですとかご自

分が手を挙げてマイスター養成塾や専門研修を受講しないかぎ

りは縁遠くなってしまうという現実がございます。その点，ど

のようにやっていくかということを市の中教研，小教研でも研

修をやっていますので，そういうところとタイアップしながら，

免許更新制度が入ってきましたので，40 代，50 代も必ず入って

きます。そういったことを前提に考えながら，ご指摘のところ

を検討してまいりたいと思います。 
○髙山委員  今のお話を聞いていまして，40 代あたりで研修するとすれば

どのような研修になるのですか。 
○山田委員  現場が一番よろこぶ研修は理科です。例えばじゃがいもの育

て方という研修があったとすると，実際に自分で育てたことの

ある人はわりとそういうことに強いわけです。しかし，そうい

う場面がなかった方で，40 代，50 代などの人は，是非センター

へ行って研修しようと望むわけです。ただ，そういう研修は過

去にありました。理科教育センターがあるので，理科関係の実

験道具の扱い方，試験管はこう扱うという非常に細かいことを

きちんと教えてくれる。今は，お金がなくなったからでしょう

か，そういう理科センターがないので，その人たちは口だけで

やれば通り過ぎるわけですが，そのようなことが望まれるわけ

です。 
○委員長 
 

 非常に気になったのは，40 代の方の精神疾患が，ひょっとす

るとそういったところにも深く影響している可能性もあるよう

な気がしないでもないのです。民間でも 40 代に入ってきますと

頭が固くなってくるということです。私が経験したのは，パソ

コンがよく理解できないと。今までの経験の中では理解できな
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いもので，新しい事象というものが 40 代の中では取り組みにく

い。それを自ら自分のところで資料を買って勉強しようという

モチベーションがなかなか出てこないというのが 40 代，50 代

ですから，どちらかというと，制度的にそういった形のものを

設ける必要はあるかもしれませんので，そのあたりのところを

少し研究していただけませんでしょうか。 
○小嶋委員 40 代というと，ちょうど主任さんとか，学校の中でもいろい

ろと忙しい年代に入ってくると思うのです。そういう人たちを

研修に自発的にというとなかなか難しいと思うのですけれど

も，先ほど，講師の方にはどのような方がいらっしゃいますか

という中に，経済界だとか地域の方々など，ふれあったり，学

ばせてもらったりという，また違ったサイドからも勉強できる

場があると，行ってみようかなという気持ちに切り替えられる

のではないかと思います。ですから，是非，少し違ったサイド

の方も講師に招いて，楽しく学べることが大事なのではないか

と思います。 
○委員長 そのほかにございますか。 
○髙山委員  一人ひとりの先生方の個票のような物が教職員課にはあると

思うのですけれども，それには，研修歴というものは一切載っ

ていないということですか。定期的なものは別として，例えば

ステップアップ研修に何回出たということはそういうものには

載らないのでしょうか。 
○教職員課長  履歴カードというものを持っておりまして，その中に研修履

歴を記入する欄があります。そこには，法定研修や文部科学省

の中央研修に参加したとかというレベルの研修について記入し

ています。センター主催の一般的な研修については，今までは

残しておりませんでした。ただ，新潟市の独自採用も始まりま

したし，現行の人事給与システムの中でどのような研修を履歴

として残すのかということについて検討してまいりたいと思い

ます。 
○髙山委員  研修ばかり受けている先生がいたり，研修を受けたくても全

然受けられないという先生もいたりというアンバランスをその

辺でうまく見分けながら研修を受けていただくということも必

要なのではないかという気がするのです。たとえば、これだけ

の研修を受けているのから，あなたが受けたくてもこの研修は

他の先生に譲ってあげなさいということも言えると思うので

す。そんなこともお考えいただきたいということです。 
○総合教育センター  検討してまいります。 
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所長 
○委員長  そのほかにございますでしょうか。 

 それでは，「西特別支援学校の校章・校歌について」，学校支

援課長からお願いします。 
○学校支援課長  西特別支援学校の校章のデザイン及び校歌の作曲についてご

報告いたします。11 ページをご覧ください。 
 委員の皆様もすでにご存じのとおり，西特別支援学校は平成

22 年４月の開校をめざし，現在，準備を進めております。この

新しい学校の校章と校歌の作成についてご説明いたします。 
 両方の作成の方針については次の点について配慮したいと考

えております。１点目に，知的障がいのある児童・生徒でも分

かりやすいものにしたいということです。その点では，難解な

歌詞や複雑なメロディー，複雑なデザインというのはなじまな

いのではないかと考えています。 
 ２点目に，現在の市立養護学校から多くの児童・生徒が転学

することになりますので，市立養護学校と兄弟校としての特色

を出していきたいということです。現在の市立養護学校の校章

や校歌は，児童・生徒に非常に親しまれております。できるだ

け同じように親しまれるものにしていきたいと考えておりま

す。 
 このことを考慮して，校章のデザインと校歌の作曲について

は，ご覧のとおり，現市立養護学校の校章，校歌の作成者に依

頼することにいたしました。 
 まず，校章のデザインについてです。現在，新潟ビジネス専

門学校校長の坂井信也先生にお願いすることにいたします。 
坂井先生は，30 年前の市立養護学校開校準備に教育委員会で

ご尽力された方で，専門性を生かして自ら校章を作成されまし

た。その後，県教育委員会の障害児教育係長，県立高等養護学

校の初代校長などを歴任され，県の障がい児教育を切り開いて

こられました。このように知的障がいのある児童・生徒をよく

知っておられる坂井先生に校章作成をお願いすることにいたし

ます。 
校章は８月にデザインを決定し，それを基に校旗を作成して

いきます。 
 次に校歌の作成についてです。作詞については，教育委員会

事務局と市立養護学校職員で歌詞を作成していきます。その際，

昨年 11 月に校名公募で寄せられた，市民からのさまざまな願い

のこもった言葉を折り込みながら作成していきます。また，作



 １５

曲者には，同じように，市立養護学校の校歌の作曲者で，市内

在住の音楽家であり，現在，市民コンサート等で活躍されてお

ります青木昌巳先生にお願いすることにいたしました。 
 青木先生には，市立養護学校のほか，県立高等養護学校の校

歌作曲も手がけられており，式典においてもたびたび子どもた

ちの前でピアノの生演奏をしていただいております。 
 校歌は６月中に歌詞案を決定し，10 月をめどに作曲を終え，

11 月に原曲の録音を行うことにしております。 
 このように，校歌，校章とも現市立養護学校の作成者に依頼

することにより，いつまでも両校が兄弟校として互いに高めあ

いながら歩んでほしいという願いを込めていきたいと考えてお

ります。 
○委員長  ありがとうございます。 

 校章と校歌についてご報告がございました。この件に関しま

してのご意見，ご質問を頂戴したいと思います。 
○髙山委員  校章と作曲についてはないのですが，歌詞については内部で

やるというのは何かあるのですか。どなたかに依頼するという

ことはないのですか。 
○学校支援課長  依頼については特に考えておりませんし，先回，市立養護学

校をつくるときもそのような形でやった経緯がありますし，今

の市立養護学校の歌詞は非常に分かりやすくていいのですけれ

ども，その歌詞を参考にして，教育委員会の職員，ＰＴＡの保

護者の方々などの意見も入れたり，校名公募の市民の意見を入

れたりということが適当ではないかと考えております。 
○髙山委員  大体校歌というと有名な作詞者あるいは小説家などに頼むの

ですけれども，今のような理由であればいいと思います。 
○委員長  そのほかにございますでしょうか。 

 なければ，ありがとうございました。 
 次の，新潟市教科用図書選定委員会委員の委嘱につきまして，

人事案件により非公開とさせていただきますので，協議会終了

後に非公開案件として再開し，報告を受けたいと思います。 
 それでは，報告事項を終了させていただきます。 

第５ 次回日程  
○委員長 次回の日程について説明を求める。 

 
○教育総務課長 ６月定例会は６月１２日（金）午後２時から，７月定例会は

７月１７日（金）午後２時からでお願いしたい。 
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○全委員 全員異議なく了承する。 
 

第６ 閉会宣言  
○委員長 午後３時３０分，閉会を宣言する。 

 
 
 

  
以上，会議のてん末を承認し，署名する。 
  

署名委員  
  

署名委員  
  
 
 

 

 


